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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  複数の発光部材と、
前記複数の発光部材が複数の発光部材群に区分されるとともに、各発光部材群に含まれる
発光部材に電気的に接続されるコモン線を介して点灯パターンを制御する点灯制御手段と
、
を備え、
  前記コモン線として、前記複数の発光部材群のうちの一つである第一発光部材群に含ま
れる複数の発光部材に接続された第一コモン線と、前記複数の発光部材群のうちの一つで
ある第二発光部材群に含まれる複数の発光部材に接続された第二コモン線と、が設けられ
、
  遊技に関する第一遊技情報が、前記第一発光部材群に含まれる発光部材の少なくとも一
部と、前記第二発光部材群に含まれる発光部材の少なくとも一部と、を含む複数の発光部
材の点灯パターンによって報知され、
前記第一遊技情報と異なる第二遊技情報が、前記第一発光部材群に含まれる発光部材の少
なくとも一部と、前記第二発光部材群に含まれる発光部材の少なくとも一部と、を含む複
数の発光部材の点灯パターンによって報知されることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、遊技情報を報知するための複数の発光部材を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような発光部材を備えた遊技機としては、例えば下記特許文献１に記載のものが公
知である。複数の発光部材による点灯パターンによって、大当たりの内容や、当該時点で
の保留数といったものが表示される。この発光部材の点灯パターンの制御は、いわゆるダ
イナミック点灯方式によってなされるものが多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－７２４７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種の遊技機では、ある遊技情報を報知するために用いる複数の発光部材１０は、一
のコモン線に接続されている。つまり、報知する遊技情報それぞれに対して一群の発光部
材群が設定され、当該発光部材群に含まれる複数の発光部材は一のコモン線に接続されて
いる。例えば、図８および図９に示すように、第一特別図柄の表示は、コモン線Ａに接続
された複数の発光部材１０の点灯パターンによって示され、第二特別図柄の表示は、コモ
ン線Ｂに接続された複数の発光部材１０によって示され、第一特別図柄の保留数の表示は
、コモン線Ｃに接続された複数の発光部材１０の点灯パターンによって示され、第二特別
図柄の保留数の表示は、コモン線Ｄに接続された複数の発光部材１０の点灯パターンによ
って示される、というように、各発光部材群のそれぞれと、報知する遊技情報とが予め対
応づけられている。
【０００５】
　上述したように点灯パターンの制御はダイナミック点灯方式によってなされるため、各
発光部材群のそれぞれと報知する遊技情報とが対応づけられていると、ある遊技情報が報
知される際には、一のコモン線に接続された発光部材群に含まれる発光部材が同時に点灯
する。したがって、カメラ等を用いて点灯した瞬間を撮像することによって得られた点灯
パターンと、当該点灯パターンが発生したときの遊技情報（大当たりの内容等）を対応づ
けることにより、各点灯パターンがどのような情報（意味）をもつものであるかが解読さ
れてしまう。このように点灯パターンが解読されてしまうと、点灯パターンが報知する遊
技情報の種類によっては、不正行為に使用されてしまうおそれもある。
【０００６】
　本発明の目的は、ダイナミック点灯方式によって複数の発光部材の点灯パターンが制御
される遊技機において、当該点灯パターンを解読されにくくすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するためになされた請求項１の発明にかかる遊技機は、複数の発光部材
と、前記複数の発光部材が複数の発光部材群に区分されるとともに、各発光部材群に含ま
れる発光部材に電気的に接続されるコモン線を介して点灯パターンを制御する点灯制御手
段と、を備え、前記コモン線として、前記複数の発光部材群のうちの一つである第一発光
部材群に含まれる複数の発光部材に接続された第一コモン線と、前記複数の発光部材群の
うちの一つである第二発光部材群に含まれる複数の発光部材に接続された第二コモン線と
、が設けられ、遊技に関する第一遊技情報が、前記第一発光部材群に含まれる発光部材の
少なくとも一部と、前記第二発光部材群に含まれる発光部材の少なくとも一部と、を含む
複数の発光部材の点灯パターンによって報知され、前記第一遊技情報と異なる第二遊技情
報が、前記第一発光部材群に含まれる発光部材の少なくとも一部と、前記第二発光部材群
に含まれる発光部材の少なくとも一部と、を含む複数の発光部材の点灯パターンによって
報知されることを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、遊技に関するある遊技情報が、あるコモン線（第一コモン線）に接続
された発光部材と、それとは異なるコモン線（第二コモン線）に接続された発光部材を含
む複数の発光部材の点灯パターンによって報知されることになる。つまり、当該ある遊技
情報を報知する点灯パターンを発現するための複数の点灯部材は、全て同時に点灯するも
のではないから、点灯した瞬間を撮像すること等による点灯パターンの解読を困難にする
ことが可能である。
【００１１】
　特に、ある入賞口（第一入賞口）に遊技球が入賞したことを契機とする当否判定結果の
内容を報知する点灯パターンの制御に適用されるものであれば、点灯パターンの解読が、
遊技状況が有利になるようにする行為に利用されてしまうことを抑制することが可能であ
る。
【００１２】
　また、ある入賞口（第一入賞口）とは別の入賞口（第二入賞口）に遊技球が入賞したこ
とを契機とする当否判定結果の内容や、保留数を報知するための発光部材が設けられるこ
とを利用し、一のコモン線に接続された複数の発光部材のみによってある入賞口（第一入
賞口）に遊技球が入賞したことを契機とする当否判定結果の内容が報知されることがない
ようにすれば、従来よりも発光部材やコモン線が増加してしまうことを防止することが可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】図１に示した遊技機の制御ブロック図である。
【図３】図１に示した遊技機における発光部材の配置を説明するための図である。
【図４】図１に示した遊技機における大当たり時の点灯パターンを説明するための図（表
）であって、（ａ）は第一始動入賞口に遊技球が入賞したことを契機とする抽選に当選し
た場合の大当たり時の点灯パターンを、（ｂ）は第二始動入賞口に遊技球が入賞したこと
を契機とする抽選に当選した場合の大当たり時の点灯パターンを示している。
【図５】図１に示した遊技機における小当たり時の点灯パターンを説明するための図（表
）である。
【図６】図１に示した遊技機における各発光部材が接続されているコモン線およびセグメ
ント線を説明するための図（表）である。
【図７】変形例にかかる遊技機における発光部材の配置を説明するための図である。
【図８】従来の遊技機における発光部材の配置を説明するための図である。
【図９】従来の遊技機における各発光部材が接続されているコモン線およびセグメント線
を説明するための図（表）である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明にかかる実施形態について図面を参照して詳細に説明する。まず、遊技機
１の全体構成について簡単に説明する。なお、図１では、遊技機１の枠体、遊技球（本発
明における遊技媒体に相当する）を発射する発射装置、遊技球を貯留する下皿や上皿など
、本発明に関係のない遊技機１の構成要素は省略している。これらについては公知の遊技
機と同様の構造のものが適用できる。
【００１５】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
り、発射装置の操作によって発射された遊技球を遊技領域９１に案内する金属製の薄板か
らなる帯状のガイドレール９６が略円弧形状となるように設けられている。遊技盤９０に
は開口９０１が形成されており、当該開口を通じて表示装置９２が視認可能である。表示
装置９２では、遊技機に関する種々の演出が実行される。
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【００１６】
　遊技領域９１には、第一始動入賞口９３１（いわゆるヘソ入賞口）、第二始動入賞口９
３２（いわゆる電チュー入賞口）、大入賞口９４、アウト口９５などが設けられている。
第二始動入賞口９３２は、その幅方向両側に設けられる開閉部材９３２Ｌ、９３２Ｒが開
放状態となったときに入賞可能な入賞口である。
【００１７】
　また、遊技領域９１には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に変
化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９１を流下する遊技球
は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１８】
　遊技領域９１外（本実施形態では遊技領域９１の下側）には、サブ制御基板９７２に接
続されたランプ制御回路２０によって制御される発光体とは別の複数の発光部材１０が設
けられている。この複数の発光部材１０の点灯パターン（点灯する発光部材１０の組み合
わせ）によって様々な遊技に関する情報が報知される。遊技機１の背面側には、図２に示
すような主制御基板９７１、サブ制御基板９７２の各種制御基板や、発射装置、球タンク
、レール等が設けられている。上記発光部材１０は、主制御基板９７１（点灯制御手段）
によって制御される。主制御基板９７１（点灯制御手段）複数の発光部材１０の制御方法
等の詳細については後述する。
【００１９】
　このような遊技機１では、図示しない発射ハンドルの操作により、発射装置から遊技領
域９１に遊技球を発射し、遊技領域９１を流下する遊技球が、始動入賞口９３１、９３２
や大入賞口９４等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される
。
【００２０】
　本実施形態にかかる遊技機１の遊技の概要は以下の通りである。本実施形態にかかる遊
技機１は、第一始動入賞口９３１または第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞したときの
抽選に当選することによって大当たりを獲得することができ、あるいは、Ｖ入賞口９９１
に遊技球が入賞することによっても大当たりを獲得することができるというもの（一種二
種混合機などとも称されるもの）である。
【００２１】
　図１に示すように、本実施形態における遊技領域９１は、左側遊技領域９１Ｌと右側遊
技領域９１Ｒを含む。通常の遊技状態中は左側遊技領域９１Ｌを遊技球が流下するように
遊技し（いわゆる左打ち遊技を行い）、時間短縮遊技状態に突入したときには右側遊技領
域９１Ｒを遊技球が流下するように遊技する（いわゆる右打ち遊技を行う）。
【００２２】
　左打ち遊技時には、開閉部材が９３２Ｌ、９３２Ｒが開放状態となることはほとんどな
い。そのため、通常の遊技状態中における大当たりの抽選のほとんどは、第一始動入賞口
９３１に遊技球が入賞することを契機とするものである。通常の遊技状態中にいわゆる左
打ち遊技を行い、大当たりに当選する（例えば、当選確率が１／３９９に設定される）と
、当該大当たり遊技終了後に時間短縮遊技状態に突入する可能性がある（例えば、大当た
り当選時の約５５％（６／１１）で時間短縮遊技状態に突入するように設定される）。
【００２３】
　時間短縮遊技状態に突入し、いわゆる右打ち遊技を行い、右側遊技領域９１Ｒに設けら
れるゲート９３３を遊技球が通過すると、開閉部材が９３２Ｌ、９３２Ｒを開放状態とす
るか否かの抽選を行う。時間短縮遊技状態中は、当該当選確率が通常の遊技状態中よりも
極めて高く設定されているため、頻繁に開閉部材が９３２Ｌ、９３２Ｒを開放状態となる
。いわゆる右打ち遊技を行ったとき、右側遊技領域９１Ｒに進入した遊技球は、ほとんど
右側遊技領域９１Ｒの右下にある遊技球通路９８を通過して遊技領域９１中央に向かう。
当該遊技球通路９８の出口は、第一始動入賞口９３１よりも下方に設けられているため、
いわゆる右打ち遊技時に遊技球が第一始動入賞口９３１に入賞することはほとんどない。
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つまり、時間短縮遊技状態中の抽選のほとんどは、第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞
することを契機とするものである。
【００２４】
　このように、時間短縮遊技状態中の抽選のほとんどは、第二始動入賞口９３２に遊技球
が入賞することを契機とするものである。具体的には、第二始動入賞口９３２に遊技球が
入賞することを契機として、大当たり抽選および小当たり抽選を行う。本実施形態では、
第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞したときの当否判定結果にはずれはなく、大当たり
または小当たりに当選するように構成されている（例えば、大当たりの当選確率が１／３
９９に、小当たりの当選確率が３９８／３９９に設定される）。つまり、第一始動入賞口
９３１に遊技球が入賞することを契機とする当否判定結果は大当たりまたははずれとなり
、第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞することを契機とする当否判定結果は大当たりま
たは小当たりとなる。なお、第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞することを契機とする
抽選に、はずれとなる場合があるように設定されていてもよい。
【００２５】
　第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞することを契機として大当たりに当選した場合に
は、第一始動入賞口９３１に遊技球が入賞することを契機として大当たりに当選した場合
と同様に、時間短縮遊技状態が継続するかを判定し、当該大当たりが大当たり遊技終了後
に時間短縮遊技状態に突入するものである場合には、時間短縮遊技状態が継続する。
【００２６】
　一方、第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞することを契機として小当たりに当選した
場合には、右側遊技領域９１Ｒに設けられたＶアタッカー９９が開放する。Ｖアタッカー
９９が開放した場合に遊技球が進入可能な領域には、Ｖ入賞口９９１が設けられており、
当該Ｖ入賞口９９１に遊技球が入賞した場合、大当たりとなる。Ｖ入賞口９９１の周囲に
は、Ｖ入賞口９９１を開閉する部材が設けられていてもよい。すなわち、Ｖアタッカー９
９によって開放する領域に遊技球が進入した場合、確実にＶ入賞口９９１に遊技球が入賞
する構成であってもよいし、Ｖアタッカー９９によって開放する領域に遊技球が進入した
場合、Ｖ入賞口９９１に遊技球が入賞することもあれば、Ｖ入賞口９９１に遊技球が入賞
しないこともある構成であってもよい。本実施形態では、Ｖアタッカー９９が開放し、Ｖ
入賞口９９１に入賞する可能性が生ずる当たりを「小当たり」と称する。以下の説明では
、小当たりに当選することによって当選した大当たりを「小当たりを経た大当たり」と称
することもある。
【００２７】
　このように、本実施形態にかかる遊技機１において大当たりとなる場合は、第一始動入
賞口９３１または第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞したことを契機とする抽選によっ
て当選した場合と、第二始動入賞口９３２への遊技球の入賞により小当たりに当選し、Ｖ
アタッカー９９が開放することによってＶ入賞口９９１に遊技球が入賞した場合の二つの
パターンがある。小当たりを経た大当たりの場合、所定の確率で大当たり遊技終了後も時
間短縮遊技が継続する（例えば約５５％（６／１１）に設定される）。時間短縮遊技が継
続するか否かの抽選は、第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞したときに行う。つまり、
小当たりに当選したとき、当該当選によってＶアタッカー９９が開放することによりＶ入
賞口９９１に遊技球が入賞した場合に、時間短縮遊技が継続する大当たりとなるかどうか
の抽選も行われる。すなわち、時間短縮遊技が継続することになる小当たり当選時にＶ入
賞口９９１に遊技球が入賞した場合には、大当たり遊技終了後も時間短縮遊技が継続する
が、時間短縮遊技が終了する小当たり当選時にＶ入賞口９９１に遊技球が入賞した場合に
は、大当たり遊技終了後に時間短縮遊技が終了し、通常の遊技状態に移行することになる
。
【００２８】
　以下、上記複数の発光部材１０の構成、および点灯制御手段２０によるその制御方法に
ついて説明する。各発光部材１０は、所定の発光色（例えば赤色）で発光する点状の発光
源（例えばＬＥＤ）である。図３に示すように、本実施形態では、計２４個の発光部材１
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０が搭載されている。発光部材１０は、所定の態様で並べられて配置されている。発光部
材１０が配置された箇所には、並べられた発光部材１０を区画するように「枠」が記載さ
れている。本実施形態では、８個の発光部材１０が内側に位置するように記載された枠が
二つ（以下、当該枠に囲まれる領域を第一領域３１および第二領域３２と称する）、４個
の発光部材１０が内側に位置するように記載された枠が二つ（以下、当該枠に囲まれる領
域を第三領域３３および第四領域３４と称する）設けられている。このように、本実施形
態では、各領域に属する発光部材１０がひとかたまりになるように並べられて配置されて
いる。
【００２９】
　第一領域３１に位置する複数の発光部材１０は、これらの発光部材１０による点灯パタ
ーンの組み合わせによって、上記第一始動入賞口９３１に遊技球が入賞したことを契機と
して実行された当否判定結果の内容（大当たりの当否や、大当たりの種類（大当たり遊技
終了後に時間短縮遊技状態に突入するか否か））を報知する（第一特別図柄表示）。第二
領域３２に位置する複数の発光部材１０は、これらの発光部材１０による点灯パターンの
組み合わせによって、上記第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞したことを契機として実
行された当否判定結果の内容（大当たり、小当たりの当否や、大当たり、小当たりの種類
（大当たり遊技終了後に時間短縮遊技状態に突入するか否か））を報知する（第二特別図
柄表示）。第三領域３３に位置する複数の発光部材１０は、これらの発光部材１０による
点灯パターンの組み合わせによって、上記第一始動入賞口９３１に遊技球が入賞したこと
を契機として実行された当否判定結果が保留されている数（保留数）を報知する（第一特
別図柄保留数表示）。第四領域３４に位置する複数の発光部材１０は、これらの発光部材
１０による点灯パターンの組み合わせによって、上記第二始動入賞口９３２に遊技球が入
賞したことを契機として実行された当否判定結果が保留されている数（保留数）を報知す
る（第二特別図柄保留数表示）。
【００３０】
　第一始動入賞口９３１に遊技球が入賞したことを契機とする当否判定結果の内容を報知
する段（タイミング）になったときには、第一領域３１に位置する複数の発光部材１０の
うちの少なくともいずれか一つを点灯させる点灯パターンを表示することにより、その当
否判定が大当たりであったか否か、大当たりである場合にはその内容が示される。つまり
、大当たり遊技終了後に時間短縮状態に突入するものであるかどうかが示される。同様に
、第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞したことを契機とする当否判定結果の内容を報知
する段（タイミング）になったときには、第二領域３２に位置する複数の発光部材１０の
うちの少なくともいずれか一つを点灯させる点灯パターンを表示することにより、その当
否判定が大当たりであったか小当たりであったか、およびこれらの当たりの内容が示され
る。つまり、大当たりであった場合には、大当たり遊技終了後に時間短縮状態に突入する
ものであるかどうかが示され、小当たりであった場合には、Ｖアタッカー９９が開放する
ことによりＶ入賞口９９１に遊技球が入賞したときに、時間短縮遊技が継続する大当たり
となるものであるかどうかが示される。
【００３１】
　本実施形態における具体的な点灯パターンは図４および図５に示す通りである。大当た
り遊技終了後に時間短縮遊技に突入するか否かは、大当たりとなったときに（第一始動入
賞口９３１または第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞したとき）に取得される大当たり
図柄乱数によって決定される。本実施形態では、０～１０の乱数を含む乱数源が大当たり
図柄乱数源として設定されており、当該乱数源から取得された大当たり図柄乱数が０、１
、３、５、７、９であった場合には、大当たり遊技終了後に時間短縮遊技に突入する大当
たりとなる。それ以外の大当たり図柄乱数、すなわち２、４、６、８、１０であった場合
には、大当たり遊技終了後に時間短縮遊技に突入せず、通常の遊技状態となる大当たりと
なる。大当たり時の点灯パターンは、この取得された大当たり図柄乱数によって決まる。
第一始動入賞口９３１に遊技球が入賞したことを契機とする大当たりの場合は、第一領域
３１に位置する発光部材１０による点灯パターン（図４（ａ）参照）が示され、第二始動



(7) JP 6263760 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

入賞口９３２に遊技球が入賞したことを契機とする大当たりの場合（小当たりを経た大当
たりを除く）は、第二領域３２に位置する発光部材１０による点灯パターン（図４（ｂ）
参照）が示される。図４に示されるように、第一始動入賞口９３１に遊技球が入賞したこ
とによって大当たりに当選した場合には第一領域３１に位置する発光部材１０の少なくと
も一つを点灯させる点灯パターンが表示され、第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞した
ことによって大当たりに当選した場合には第二領域３２に位置する発光部材１０の少なく
とも一つを点灯させる点灯パターンが表示される。
【００３２】
　一方、小当たりとなった場合、その小当たりによってＶアタッカー９９が開放すること
によりＶ入賞口９９１に遊技球が入賞した場合、時間短縮遊技が継続する大当たりとなる
か否かは、小当たりとなったときに（第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞したとき）に
取得される小当たり図柄乱数によって決定される。本実施形態では、０～１０の乱数を含
む乱数源が小当たり図柄乱数源として設定されており、当該乱数源から取得された小当た
り図柄乱数が０、１、３、５、７、９であった場合には、当該小当たりを経て大当たりと
なったときに当該大当たり遊技終了後に時間短縮遊技に突入する大当たりとなる。それ以
外の小当たり図柄乱数、すなわち２、４、６、８、１０であった場合には、当該小当たり
を経て大当たりとなったときに当該大当たり遊技終了後に時間短縮遊技に突入せず、通常
の遊技状態となる大当たりとなる。小当たり時の点灯パターンは、この取得された小当た
り図柄乱数によって決まる。図５に示すように、第二領域３２に位置する発光部材１０の
少なくとも一つを点灯させる点灯パターンが表示される。
【００３３】
　このように、大当たりまたは小当たりとなったときには、第一領域３１または第二領域
３２に位置する発光部材１０による点灯パターンが発現される。当該点灯パターンには単
純な法則性はないため、点灯パターンを一瞥しただけでは、遊技者は当否判定結果や当た
りの内容は判断することができない。なお、当否判定結果は、表示装置９２等において、
遊技者がはっきりと認識できるようにしたり、暗示されるようにしたりしてもよい。
【００３４】
　第一始動入賞口９３１に遊技球が入賞したことを契機とする当否判定結果で保留されて
いるものがある場合には、第三領域３３に位置する複数の発光部材１０のうちの少なくと
もいずれか一つを点灯させる点灯パターンを表示することにより、その保留数を示す。同
様に、第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞したことを契機とする当否判定結果で保留さ
れているものがある場合には、第四領域３４に位置する複数の発光部材１０のうちの少な
くともいずれか一つを点灯させる点灯パターンを表示することにより、その保留数を示す
。本実施形態では、それぞれの当否判定結果を最大四つまで保留することが可能であり、
保留数が一つの場合は各領域における最も左側の発光部材１０のみを点灯し、二つの場合
は各領域における最も左側の発光部材１０、およびその右側に隣接する発光部材１０を点
灯し、三つの場合には各領域における最も左側の発光部材１０、その右側に隣接する発光
部材１０、およびさらにその右側に隣接する発光部材１０を点灯し、四つの場合には各領
域における全ての発光部材１０を点灯させる。なお、本実施形態では、第一始動入賞口９
３１への入賞を契機とする保留および第二始動入賞口９３２への入賞を契機とする保留の
両方が存在する場合、第二始動入賞口９３２への入賞を契機とする保留を優先して消化（
当否判定結果を報知）する（いわゆる電チュー優先消化である）。
【００３５】
　このように当否判定結果の内容および保留数を表示する複数の発光部材１０は、複数の
発光部材群に区分される。当該発光部材群の区分けは、上記領域（第一領域３１～第四領
域３４）による区分けとは異なる。本実施形態では、６個の発光部材１０を含む発光部材
群二つ（以下、第一発光部材群４１、第二発光部材群４２と称する）と、５個の発光部材
１０を含む発光部材群（以下、第三発光部材群４３と称する）一つと、７個の発光部材１
０を含む発光部材群（以下、第四発光部材群４４と称する）一つに区分されている。
【００３６】
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　ある発光部材群に属する複数の発光部材１０は、複数のコモン線のうちのいずれかに電
気的に接続されている。本実施形態では、コモン線Ａ～コモン線Ｄのうちのいずれかに接
続されている。複数のコモン線のうちのあるコモン線に接続された複数の発光部材１０は
、同じ発光部材群に属する。図６に示すように、コモン線Ａに接続された複数の発光部材
１０は第一発光部材群４１に属し、コモン線Ｂに接続された複数の発光部材１０は第二発
光部材群４２に属し、コモン線Ｃに接続された複数の発光部材１０は第三発光部材群４３
に属し、コモン線Ｄに接続された複数の発光部材１０は第四発光部材群４４に属する。
【００３７】
　各発光部材１０は、複数のセグメント線のうちのいずれかに電気的に接続されている。
本実施形態では、セグメント線Ａ～セグメント線Ｈのうちのいずれかに接続されている。
図６に示すように、同じ発光部材群に属する発光部材１０は、各々が別のセグメント線に
接続されている。つまり、同じ発光部材群に属する二以上の発光部材１０が、同じセグメ
ント線に接続されることはない。ただし、同じコモン・セグメント間に配置する発光部材
１０は一つでも複数でもよい。
【００３８】
　このように電気的接続がなされた複数の発光部材１０は、所定の点灯パターンを発現す
るに際し、主制御基板９７１（点灯制御手段）によってダイナミック点灯方式により制御
される。ダイナミック点灯方式は、あるコモン線（第一コモン線）に接続されている発光
部材群に含まれる複数の発光部材１０のうち、点灯させるべきものをセグメント線のＯＮ
／ＯＦＦを制御することにより同時に点灯させ、それを消灯させた後、別のコモン線（第
二コモン線）に接続されている発光部材群に含まれる複数の発光部材１０のうち、点灯さ
せるべきものをセグメント線のＯＮ／ＯＦＦを制御することにより同時に点灯させる、と
いうように、全ての発光部材１０を同時に点灯させるのではなく、発光部材群単位（コモ
ン線単位）で発光部材１０の点灯（消灯）を制御し、それを高速で切り替えることにより
、人間の視覚的には全ての発光部材１０が同時に点灯しているかのように認識されるもの
である。このような制御方式を用いることにより、配線および制御構造の簡易化が実現で
きる。本実施形態では、第一発光部材群４１（コモン線Ａ）、第二発光部材群４２（コモ
ン線Ｂ）、第三発光部材群４３（コモン線Ｃ）、第四発光部材群４４（コモン線Ｄ）、第
一発光部材群４１（コモン線Ａ）・・・というように、点灯を制御する発光部材群を切り
替えていく。なお、上述したあるコモン線（第一コモン線）は、コモン線Ａ～コモン線Ｄ
の何れに相当するものであってもよい。同様に、上述した別のコモン線（第二コモン線）
は、第一コモン線とは別のコモン線Ａ～コモン線Ｄのうちの何れかのコモン線に相当する
ものである。
【００３９】
　このように、本実施形態では、上述した特別図柄表示や保留数等の遊技に関する遊技情
報を報知するに際し、あるコモン線（第一コモン線）に接続された発光部材群に含まれる
発光部材１０の少なくとも一部と、それとは異なるコモン線（第二コモン線）に接続され
た発光部材群に含まれる発光部材１０の少なくとも一部と、を含む複数の発光部材１０の
点灯パターンによって報知される。例えば、第二始動入賞口９３２に遊技球が入賞したこ
とを契機とする当否判定結果の内容（第二特別図柄表示）は、第二領域３２内に位置する
複数の発光部材１０による点灯パターンによって示されることになるが、当該第二領域３
２に位置する複数の発光部材１０には、全ての発光部材群に属する発光部材１０が存在す
る（本実施形態では第一発光部材群４１に属する１個の発光部材、第二発光部材群４２に
属する４個の発光部材、第三発光部材群４３に属する１個の発光部材、第四発光部材群４
４に属する２個の発光部材群が含まれる）ことになる。そのため、第二特別図柄表示は、
視覚的には、同時に点灯しているかのように見えるが、実際には点灯すべき発光部材１０
が、接続されたコモン線に応じて経時的に切り替わっているということになる。それゆえ
、カメラなどの撮像手段によって静止画を撮像したとしても、当該静止画は一の発光部材
群に属する（一のコモン線に接続された）一または複数の発光部材１０を点灯（一部を点
灯させたというものだけではなく、全てを点灯させたり、全てを消灯したままにしたりす
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る場合もある）させた瞬間を捉えたものに過ぎず、第二特別図柄表示そのものを捉えるこ
とはできないことになる。
【００４０】
　なお、第二領域３２に位置する複数の発光部材１０には、全ての発光部材群に属する発
光部材１０が存在するが、本実施形態における第一領域３１や第二領域３２のように、必
ずしもすべての発光部材群に属する発光部材１０が存在しなくてもよい。すなわち、少な
くとも二つの発光部材群に属する発光部材１０が存在するように（異なる発光部材群に属
する発光部材１０が存在するように）振り分けられていればよい。
【００４１】
　以上説明した本実施形態にかかる遊技機１によれば、次のような作用効果が奏される。
【００４２】
　本実施形態にかかる遊技機１では、遊技に関するある（一つの）遊技情報が、あるコモ
ン線（第一コモン線）に接続された発光部材１０と、それとは異なるコモン線（第二コモ
ン線）に接続された発光部材１０を含む複数の発光部材１０の点灯パターンによって報知
されることになる。つまり、当該ある（一つの）遊技情報を報知する点灯パターンを発現
するための複数の発光部材１０は、全て同じコモン線に配置されているのではなく、複数
のコモン線に配置されているため、全て同時に点灯するものではないから、点灯した瞬間
を撮像すること等による点灯パターンの解読を困難にすることが可能である。
【００４３】
　特に、本実施形態にかかる遊技機１は、第一始動入賞口９３１または第二始動入賞口９
３２に遊技球が入賞したときの抽選に当選することよって大当たりを獲得することができ
るだけでなく、小当たりを経てＶ入賞口９９１に遊技球が入賞することにより大当たりを
獲得することができるものである。Ｖ入賞口９９１に遊技球が入賞することによる大当た
りの場合、当該大当たり遊技終了後に時間短縮遊技状態に突入するか否かは、小当たり時
に取得される小当たり図柄乱数によって決まる。そして、取得された小当たり図柄乱数に
基づき、第二領域３２に位置する複数の発光部材１０による点灯パターンが表示され、そ
の後、Ｖアタッカー９９（Ｖ入賞口９９１）が開放する。したがって、点灯パターンが解
読され、時間短縮遊技状態が継続する大当たりとなる小当たりであるか否かが判別されて
しまうと、時間短縮遊技状態が継続する小当たりが発生した場合のみＶアタッカー９９を
狙って遊技球を発射させる、という行為が発生しうる。本実施形態では、上述したように
点灯パターンの解読が困難となっているため、いわゆる一種二種混合機の遊技機における
このような行為を困難にすることが可能である。
【００４４】
　以下、変形例にかかる遊技機について上記実施形態にかかる遊技機１と異なる点を中心
に説明する。上記実施形態にかかる遊技機１では、図３に示すように報知する遊技情報毎
に複数の発光部材１０がひとかたまりに並べられていること（報知する遊技情報毎に第一
領域３１～第四領域３４に区分けされて並べられていることを）を説明したが、変形例に
かかる遊技機は、報知する遊技情報毎に複数の発光部材１０がひとかたまりに並べられる
のではなく、秩序なく混在するように並べられたものである。
【００４５】
　このような遊技機における複数の発光部材１０の配置例としては、図７に示すような例
が挙げられる。このようにすれば、ダイナミック点灯方式を採用することによる作用に、
ある遊技情報を報知するための発光部材１０がどの位置に位置しているかが判別しにくく
なるという作用が加わるため、点灯パターンの解読をさらに困難にすることが可能である
。
【００４６】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４７】
　上記実施形態にかかる遊技機１は、始動入賞口への遊技球の入賞を契機とする抽選に当
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選することによる大当たりだけでなく、小当たりを経てＶ入賞口９９１に遊技球が入賞す
ることによる大当たりが搭載されたいわゆる一種二種混合（遊技）機であることを説明し
たが、この種の遊技機以外にも適用可能である。ある入賞口への遊技球の入賞を契機とす
る抽選に当選することによって大当たりを獲得することができるいわゆる一種遊技機や、
ある入賞口に遊技球が入賞することによって大当たりを獲得することができるいわゆる二
種遊技機にも適用可能である。つまり、大当たりや小当たり等の当否判定結果の内容、保
留数の表示といった遊技に関する遊技情報を、複数の発光部材の点灯パターンによって報
知する遊技機に対し、本発明の技術的思想は適用可能である。また、大当たり図柄乱数や
小当たり図柄乱数や図柄の数（点灯パターン）や保留の数等は適宜変更可能であり、大当
たりの図柄乱数や小当たり図柄乱数や図柄の数（点灯パターン）が多いほど点灯パターン
の意味を複雑化させることが可能となる。さらに、時間短縮遊技状態になる（時間短縮遊
技状態が継続する）か否かの割合も適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００４８】
１　遊技機
１０　発光部材
２０　点灯制御手段
３１　第一領域
３２　第二領域
３３　第三領域
３４　第四領域
４１　第一発光部材群
４２　第二発光部材群
４３　第三発光部材群
４４　第四発光部材群
９１　遊技領域
９１Ｌ　左側遊技領域
９２Ｒ　右側遊技領域
９３１　第一始動入賞口
９３２　第二始動入賞口
９９１　Ｖ入賞口
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